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普通預金決済専用型 
    （平成 27 年 4 月 1 日現在適用中） 

１．商品名 普通預金決済専用型 

２．対象となる方 制限ありません。 

３．期間 期間の定めはありません。 

４．預入方法 

（１）預入方法 

（２）預入金額 

（３）預入単位 

 

・いつでもお預入れいただけます。 

・１円以上 

・１円単位 

５．払戻方法 いつでもお引出しいただけます。 

６．利息 無利息 

７．手数料 ・当面、無料とさせていただきます。 

 金融情勢の変化等により、当行所定の手数料をいただくことがありますの

で、その場合は当行所定の方法でお知らせします。 

・キャッシュカードによるＡＴＭでのお引出し等にあたり、十六キャッシュ

サービス規定に定める手数料をいただきます。 

※提携ＡＴＭでのお引出しの場合、最大２１６円（税込み）をいただきます。 

※共同ＡＴＭでは、時間外手数料１０８円（税込み）が必要となる場合が

あります。  

※お振込みの場合は、別途振込手数料（当行の場合は最大６４８円（税込

み））が必要となります。 

８．付加できる特約 

  事項 

個人のお客さまは、総合口座による当座貸越がご利用いただけます。 

［貸越利率］ 

  ①スーパー定期預金を担保とする場合 

    貸越利率＝スーパー定期利率＋年０．５０％ 

  ②期日指定定期預金を担保とする場合 

    貸越利率＝期日指定定期預金２年以上利率＋年０．５０％ 

  ③大口定期預金を担保とする場合 

    貸越利率＝大口定期預金利率＋年０．５０％ 

  ④変動金利定期預金を担保とする場合 

    貸越利率＝変動金利定期預金利率＋年０．５０％ 

  ⑤据置定期預金を担保とする場合 

    貸越利率＝据置定期預金５年利率＋年０．５０％ 

  ⑥定期預金が数口ある場合 

ア．貸越発生の時 

貸越利率の低いものから順次適用します。 

同利率のものがある場合には、預入日（または継続日）の早い 

ものから順次適用します。 

イ．貸越金返済（普通預金入金）の時 

貸越利率の高いものから順次充当します。 
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 ［貸越極度］ 

  当座貸越の限度額は、担保とする定期預金の合計額の９０％（円単位） 

または５００万円のいずれか少ない金額とします。 

９．中途解約時の 

取扱い 

― 

10．その他参考と 

なる事項 

・キャッシュカードでデビットカードサービスをご利用いただけます。ただ

し、ＩＣキャッシュカード・生体認証付ＩＣキャッシュカードでは、ご利

用いただけません。 

・普通預金から普通預金決済専用型へ、または普通預金決済専用型から普通

預金へ、同一口座番号で切り替えいただけます。 

・普通預金から普通預金決済専用型への切り替え時、未払利息がある場合は、

切り替え日当日に精算し、２月または８月の当行所定の日に普通預金決済

専用型へ組み入れます。 

・預金保険制度の対象預金であり、全額保護されます。 

11．当行が契約して

いる指定紛争解

決機関 

一般社団法人全国銀行協会 

連絡先  全国銀行協会相談室 

電話番号 ０５７０－０１７１０９または０３－５２５２－３７７２ 

 


